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事務局からのお知らせ 

 
 
（１）推進会議委員名簿及び幹事会幹事名簿の更新について 

組織変更等に伴い、東京湾再生推進会議設置要綱中の推進会議委員名簿及び幹事

会幹事名簿を更新します。【資料２別添参照】 
 
○埼玉県 

・県土整備部下水道課 → 都市整備部下水道課 ＜組織変更＞ 
・環境防災部 → 環境部 ＜組織名変更＞ 

○東京都 
  ・港湾局港湾整備部計画課長 → 港湾局港湾整備部副参事（環境対策担当） 
○神奈川県 

・県土整備部河港課    県土整備部河川課  ＜組織変更＞ 
 県土整備部砂防海岸課 

○横浜市 
・環境保全局    環境創造局 ＜組織変更＞ 

下水道局   

緑政局     

・港湾局港湾整備部企画調整課担当課長 → 港湾局港湾整備部企画調整課長 
 
（２）平成１８年度の中間評価について 

平成１５年度から始まった東京湾再生プロジェクトは、平成１７年度末で丸３年

を迎え、平成１８年度には中間評価を行うこととなっています。中間評価では、３

年間の東京湾の水環境の改善状況及び東京湾再生のための施策の効果を市民に分

かりやすい形で定量的に示す必要があります。 
今年度中から、各分科会を中心として中間評価の実施に向けた評価方法等の検討

を開始し、適宜、推進会議及び幹事会で報告する予定です。 
 
（３）「全国海の再生プロジェクト」について 

国土交通省では、平成１６年６月に策定された「国土交通省環境行動計画」に基

づき、これまで東京湾及び大阪湾で実施してきた環境改善のための取り組みを、「全

国海の再生プロジェクト」として他の閉鎖性海域でも展開していくこととしていま

す。 
「全国海の再生プロジェクト」の開始を記念して、同プロジェクトのロゴマーク

を一般の方々から募集しており、海の日前後に発表する予定です。 
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全国海の再生プロジェクト

環境モニタリング環境モニタリング

人工衛星・船舶・灯標等
によるモニタリング

海域の環境教育海域の環境教育

→環境保全教室

←漂着ゴミ調査
・海浜清掃

陸域からの汚濁負荷や海水の循環が悪い等の理由により、水質が悪化、赤潮や青潮が発生、生息生物が減少

合流式下水道の改善

貯留管設置により、
未処理放流を防止

貯留管

干潟再生

覆砂

陸域からの汚濁負荷の削減陸域からの汚濁負荷の削減 海域環境の改善海域環境の改善

関係機関、自治体等が連携して総合的な取り組みを実施

「海域環境創造会議」の設置

再生のための行動計画を策定再生のための行動計画を策定

他の汚濁水域でも必要

東京湾、大阪湾では、関係機関、自治体が連携して総合的な環境改善施策を実施中
「都市再生プロジェクト」

汚濁の進んだ海域の環境改善には、陸域・海域を網羅した総合的な施策の実施・各主体との連携総合的な施策の実施・各主体との連携が必要！

関係機関、自治体等を構成員

全国海の再生プロジェクト


